
セーフティネット保証５号の概要

１．対象者

業況の悪化している業種として指定された業種（※１）に属する事業を行う中小企業者で
あって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

※１： 平成２３年度下半期は、原則全業種（８２業種）を指定。

２．企業認定基準

① 最近３か月間の月平均売上高等が前年同期比５％以上減少している中小企業者。

② 製品等原価のうち２０％を占める原油等の仕入価格が２０％以上、上昇しているにもかかわらず
製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

③ 円高の影響によ て 原則として最近１か月の売上高等が前年同月比で１０％以上減少し かつ
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（注）審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

③ 円高の影響によって、原則として最近１か月の売上高等が前年同月比で１０％以上減少し、かつ、

その後２か月を含む３か月間の月平均売上高等が前年同期比で１０％以上減少することが見込
まれる（※２）中小企業者。（※３、※４）

※２： 最近２か月の売上高等の実績値とその翌月を含む３か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※３： 売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面（理由書）が必要。
※４： ③の基準については、平成２３年１０月以降の認定申請から適用。

３．保証限度額、保証割合、保証料率

保証限度額： 一般保証とは別枠で、無担保保証８千万円、最大で２億８千万円。

保証割合 ： 借入額の１００％。

保証料率 ： 概ね１．０％以下。


